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本書の読み方 

“カラダが資本”“健康第一”などというように、自分が望む生活を送るために、“健康”は不可欠 

です。 

第３章では、「健康づくりについての意識調査」等のデータから見えてきた、鎌倉市民の健康に 

関する現状と課題の他、コラムや「一人ひとりができること」「みんなでできること」は、健康づくり

のためのヒントを載せています。どうぞ、関心のあるページから開いてみてください。 

 

 

  

 

   

   

 

  

  

 

            

      

       

                 

 

 

＊第３章の読み方 

 目  次 

 

第1章 計画の策定にあたって 

(略) 

第2章 鎌倉市の現状 

(略) 

第３章 行動目標・取組・そして提案 

１ 計画の基本理念・基本目標 

   (略) 

２ 計画の施策体系と前期の重点目標 

（１）施策体系 

（２）行動目標・取組と提案 

（３）前期の重点目標 

（４）分野別  

健康管理  

食生活・栄養 

身体活動・運動 

こころ・休養 

お酒・たばこ  

歯  

コミュニケーション 

（５）ライフステージ別 

子どもⅠ期（０～12 歳） 

子どもⅡ期（13～19 歳） 

青年期（20～39 歳） 

         壮年期（40～60 歳） 

         高年期（61 歳～） 

 

 

 「自分の年代の部分をまず見たい」 

「短時間で読みたい」 

という方は、こちらから。 

ライフステージ別にまとめています。 

※第３章のデータは、特に注釈のないものは「健康づくりについての意識調査」（平成 26 年度）、 

 『平成 17 年度』とあるのは、「健康づくりに関する意識調査」（平成 17 年度）からのもの。 

  「生涯の健康づくりを考えたい」 

「家族みんなで取り組みたい」 

という方は、こちらから。 

〝食生活“や〝運動”等の分野ごと 

に、年代をとおして、見ることが 

できるようになっています。 


